
 

 

 
                              

 

 

 

市民ウォッチャー制度とは？ 

 金沢市は山地から砂浜まで様々な自然に囲まれ、多様な動植物が分布しています。

そこで、本市の豊かな自然環境を次世代に継承していくため、市民ウォッチャー制度

を導入します。市民ウォッチャーからの情報をデータベース化し、これらを活用して

希少な生きものを保全し、生態系に悪影響を及ぼす特定外来生物の駆除や監視等の政

策につなげていきます。 

活動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集 

  

〒９２０－８５７７       TEL  ：２２０－２５０７ 

金沢市広坂１丁目１番１号    FAX ：２６１－７７５５ 

金沢市環境政策課 自然保護係  E-mail：kansei@city.kanazawa.lg.jp 

お申し込み・お問い合わせ 

金沢市生物多様性 
 

～「水と緑に育まれたすべての生命
い の ち

が光り輝くまち」をめざして～ 

 

【記録例】 

・見つけた生きもの：カタクリ 
・日付：○○年○月○日 
・場所：金沢市○○1-1 
・状況：今年はじめて反り 

返った花を観察 

＜活動＞ 

①市街地、里山、海岸などへ出かけ、 

対象となる生きものを見つける 

②カメラで撮影し、名前や数を記録 

③確認した場所を記録 

④記録内容と写真を、環境政策課 

までメール、ＦＡＸ、郵送 

登録用紙に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送で送付 

対象：市民（小学生以下は保護者と申し込み） 

登録は無料です！ 

市民ウォッチャーに登録※ 

研修会の案内 

 
※一度登録すると、脱退の連絡が 

あるまで継続されます。 

①データベース化 

②HP で公開 
(例)カタクリ開花状況 

①政策へ 

反映 

②市民 

ウォッチャ 

ーの拡大 

希望者には随時、金沢市の 

自然環境のイベント等の 

情報をメール配信 

市民ウォッチャー 金沢市環境政策課 

研修会に参加（金沢の生きものや活動方法について） 

mailto:kansei@city.kanazawa.lg.jp

